
 

令和７年度 

豊田市区長会 第１０回 役員会 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時  令和７年１２月２４日（水） 午後２時から 

場 所  豊田市役所 東庁舎７階 大会議室２ 

 

区長会シンボルマークの趣旨 

 

このシンボルマークは､ 

「人づくり・まちづくり・幸せづくり」

をひとつひとつの輪に託し、心を合わせ

て伸びていくことを表現しています 

市民の誓いシンボルマークの趣旨 

 

「豊田市の花『ひまわり』の種をモチー

フに、本文の５項目を明るいラインで表

し、実践活動を通して、わたくしたち市

民の手で、豊田市を未来に向かって育て

伸ばそう」という意味を表しています。 

このシンボルマークは､市の花「ひまわ

り」のなかに５つの誓いを５本の指で表

現しています。 
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報告
内容

・別紙のとおりです。

依頼
内容

・地区区長会日程の確認を行い修正があれば区長会事務局へご
連絡ください。
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協議 ・別紙のとおりです。

報告 ・別紙のとおりです。

協議 ・別紙のとおりです。

報告 ・別紙のとおりです。

報告 ・別紙のとおりです。

ページ

報告
内容

・状況は別紙のとおりです。
・事故報告書等は早めに提出をお願いします。
※事故報告書は原則５日以内です。すぐに事故報告書を提出で
きない場合は、事故後直ちに支所又は区長会事務局へご一報く
ださい。
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深津書記１　豊田市民の誓い唱和

【司会　都築副会長／場所　市役所東庁舎７階　大会議室２】

２　会長　挨拶

３　豊田警察署 報告・説明
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区長会等への回覧依頼について

今期見舞金の支給状況について
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５　共済会運営委員会 報告事項

1
区長会役員選考委員について
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総務委員会への中間回答について



資料番号

情報
提供

・「とよた市民福祉大学（第１０期）」の修了を報告をいたし
ます。
・修了生の情報提供をいたします。
【連絡先】豊田市社会福祉協議会　共生推進課
　　　　（電話：31-1294/FAX：33-2346）

依頼
内容

・「とよた市民福祉大学（第１1期）」を開催しますので、募
集チラシの回覧をお願いいたします。
【連絡先】豊田市社会福祉協議会　共生推進課
　　　　（電話：31-1294/FAX：33-2346）

依頼
内容

消防団員募集用ポスター及びチラシの掲示
区長便でポスター及びチラシを配布しますので、自治区掲示板
や公民館への掲示をお願いします。
【連絡先】防災対策課
           電話：34-6750、FAX：34-6048
　　　　　 メール：shouboudan119@city.toyota.aichi.jp

・・・ 11

自治区運営で困っていて他自治区に聞きたいこと等

６　豊田市等からの依頼・情報提供事項

社会福祉協議会

―

1

「とよた市民福祉大学（１０期）」修了報告について 社会福祉協議会

―

【第１１回役員会】１月２８日（水） １４：００～ 豊田市役所 南庁舎５階 ５１会議室

８　意見交換

７　１月区長便のお知らせ

3

消防団員募集の協力について 防災対策課

―

2

「とよた市民福祉大学（１１期）」募集チラシの回覧について

mailto:shouboudan119@city.toyota.aichi.jp


令和７年度 豊田市区長会選考委員の選出について 

 

≪ 今後の流れ ≫ 

令和７年度 

 

１２月２４日（水）  第１０回 区長会役員会 

① 役員選考委員の選出依頼 

 

役員選考委員の条件等 

・ 各ブロックの地区会長の中から１名ずつ（計６名） 

・ 選考委員は、原則として４役への就任はない 

※「区長会役職選考に関する内規」 

１役員選考委員選出方法等（１）役員選考委員の選出より 

 

１月６日（火）   役員選考委員の選出期限（区長会事務局へ提出） 

 

１月２２日（木）  区長会４役会にて役員選考委員（案）作成 

 

１月２８日（水）   第１１回 区長会役員会 

① 役員選考委員の決定 

② 役職推薦書の提出依頼 

 

３月２日（月）   役職推薦書 提出期限（厳守） 

 

３月１１日（水）  役員選考委員会の開催 

               午後２時から 場所：豊田市役所 南庁舎 5F 53 会議室  

               選考委員６名、事務局 

 

 

 

新年度 

 

４月８日（水）  第 1 回 区長会役員会にて役員候補者を報告 

 

５月９日（土）  総会にて決定   

区長会役員会 資料 

令和７年１２月２４日 
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豊田市区長会役員選考委員報告書 

 

ブロック 

(○をつけ

て く だ さ

い） 

１ブロック（崇化館・梅坪台・浄水・朝日丘・逢妻） 

２ブロック（高橋・美里・益富・松平） 

３ブロック（豊南・末野原・上郷） 

４ブロック（竜神・若林・前林・若園） 

５ブロック（猿投台・井郷・猿投・保見・石野） 

６ブロック（藤岡・藤岡南・小原・足助・下山・旭・稲武） 

選考委員

地区名     
                     地 区 

選考委員

自治区名 
                     自治区 

選考委員

区長名     

 

 

「区長会役職選考に関する内規」を理解し、各ブロックの令和７年度の

地区会長で協議のうえ、提出してください。 

選考委員は、３月１１日（水）午後２時からの選考委員会にご出席い

ただきます。 

 

提出期限：令和８年１月６日（火） 

提出先・問合せ ：豊田市区長会事務局（地域交流課内）  

TEL３４-６６２９ FAX３５-４７４５ 
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区長会役職選考に関する内規 

 

１ 役員選考委員選出方法等 

（１）役員選考委員の選出 

選考委員は、前年度において次の６ブロックの地区会長の中から、１名ずつの推薦を受け、

会長が指名する。 

   選考委員は、原則として、４役（会長、副会長、書記、会計）への就任はないものとする。 

ブロック（自治区数） 構 成 地 区 

１ブロック（39） 崇化館(12)、梅坪台(4)、浄水(5)、朝日丘(7)、逢妻(11) 

２ブロック（65） 高橋(15)、美里(14)、益富(14)、松平(22) 

３ブロック（37） 豊南(9)、末野原(11)、上郷(17) 

４ブロック（26） 竜神(8)、若林(4)、前林(11)、若園(3)、 

５ブロック（56） 猿投台(11)、井郷(5)、猿投(8)、保見(13)、石野(19) 

６ブロック（75） 藤岡(18)、藤岡南(6)、小原(12)、足助(14)、下山(7)、旭(5)、稲武(13)  

 

（２）役員選考委員会における選考 

   選考委員会への出席は、選考委員６名と、区長会事務局とする。 

選考委員会は、選考委員長を互選する。 

選考委員会では、地区区長会が提出した役職推薦書を参考に、選考基準等に照らし、協議の

うえ決定する。 

 

２  会長・副会長・書記・会計の任期・選考基準等 

（１）区長会長１名について 

① 会長任期は１期１年２期までとする。 

なお、任期終了後２年経過したときは、再選できるものとする。 

② 会長の選考にあたっては、地区区長会の持ち回り等、地域的な配慮をなくし、人物本位で

選考に当たるものとする。 

③ １年以上の地区会長経験を持つ地区会長から選考するものとする。 

④ 会長の選考に当たっては、次の事項を確認し行うものとする。 

・他の模範となるような自治区運営がされていること。 

・関係地区区長会の全面的な支持があること。 

・区長会長としての職務を遂行できる識見と体力があること。 

 

（２）副会長３名について 

① 副会長の任期は１期１年２期までとする。 

ただし、任期終了後２年経過したときは、再選できるものとする。 

② 副会長３名の選考に当たっては、地区エリア等に配慮し選考するものとする。 

③ 副会長についても区長経験年数等にとらわれず、人物本位の選考とする。 

④ 会長に事故があった場合に備えて、会長代行者を決めておくものとする。 

この場合の代行期間は、当該年度末までとする。 

  ⑤ 会長代行者の副会長の選考に当たっては、（１）④の事項を確認し行うものとする。 
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⑥ 原則１年以上の区長経験を持つ地区会長から選考するものとする。 

⑦ 会長代行者以外の副会長２名は、書記・会計をそれぞれ兼ねるものとする。 

 

（３）書記１名、会計１名について 

① 任期は１期１年２期までとする。 

② 地区エリア等に配慮し、選考するものとする。 

③ 原則１年以上の区長経験を持つ地区会長から選考するものとする。 

 

３ 施行期日 

この内規は、平成２０年１月４日から施行する。 

（選考委員は、６ブロックの地区会長の中から１名ずつの推薦を受けると変更する。

選考委員は、「役職推薦書の提出のない地区会長とする」から「4 役への就任は

ないものとする」と変更する。） 

この内規は、平成２１年４月１日から施行する。 

（高橋、豊南地区の自治区数を変更する。） 

この内規は、平成２３年４月１日から施行する。 

（逢妻、猿投台地区の自治区数を変更する。藤岡地区を藤岡と藤岡南に分離する。） 

この内規は、平成２６年４月１日から施行する。 

（ただし書き、「該当する地区会長がいない場合は、前年度の役員会による推薦を

うけた地区会長が役員選考委員会の承認を経て就任するものとする。」から「１

年以上の区長経験を持つ地区会長がいないブロックはブロックの推薦があれば

役員選考委員会で選考できる。」と変更する。） 

  この内規は、平成２７年４月１日から施行する。 

（会長任期について、規約との整合。） 

   この内規は、平成２８年４月１日から施行する。 

（末野原地区の自治区数を変更する。梅坪台地区を梅坪台と浄水に分離する。） 

この内規は、平成２９年４月１日から施行する。 

（選考委員会への出席者に会長代行を追加する。会長任期のただし書きを追加す

る。） 

   この内規は、平成３０年４月１日から施行する。 

（会長任期のただし書きを削除する。会長任期を１期１年２期までに変更する。） 

この内規は、令和３年１月１日から施行する。 

（選考委員会の出席者から前年度の区長会長（会長代行）を削除する。） 

この内規は、令和４年４月１日から施行する。 

（末野原地区と足助地区の自治区数を変更する。） 

  この内規は、令和４年１２月 1日から施行する。 

（役職推薦書の提出を総務委員から地区区長会に変更する。副会長及び書記・会計

の選考における「１年以上の区長経験をもつ地区会長」を「原則１年以上の区長

経験をもつ地区会長」に変更する。選考における但し書を削除する。） 
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区長会役員選考委員の推移について 
 
 
 

● Ｈ２６年度～ 

 

１ 次の６ブロックの地区会長の中から、１名ずつの推薦を受け、会長が指名する。 

  選考委員は、原則として４役への就任はしない。 

 

ブロック名 構 成 地 区 

１ブロック 崇化館、梅坪台、浄水(H28～)、朝日丘、逢妻 

２ブロック 高橋、美里、益富、松平 

３ブロック 豊南、末野原、上郷 

４ブロック 竜神、若林、前林、若園 

５ブロック 猿投台、井郷、猿投、保見、石野 

６ブロック 藤岡、藤岡南（H23～）、小原、足助、下山、旭、稲武 
 

 

 

２ 選考委員推移（網掛け下線は委員長） 

 

年 度 １ブロック ２ブロック ３ブロック ４ブロック ５ブロック ６ブロック 

Ｈ２６ 朝日丘 美里 末野原 若林 石野 下山 

Ｈ２７ 逢妻 高橋 上郷 前林 猿投台 稲武 

Ｈ２８ 崇化館 美里 豊南 竜神 石野 旭 

Ｈ２９ 浄水 高橋 上郷 前林 猿投台 藤岡南 

Ｈ３０ 朝日丘 美里 上郷 若園 保見 藤岡 

Ｒ１ 朝日丘 高橋 上郷 若園 猿投台 小原 

Ｒ２ 逢妻 松平 上郷 竜神 井郷 足助 

Ｒ３ 梅坪台 美里 上郷 若林 猿投 旭 

Ｒ４ 浄水 益富 上郷 前林 猿投台 稲武 

Ｒ５ 朝日丘 松平 上郷 前林 石野 藤岡南 

Ｒ６ 浄水 高橋 豊南 竜神 保見 藤岡南 

Ｒ７ 逢妻 美里 豊南 若園 井郷 旭 
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豊田市区長会費用弁償支給規程の改定について 

 

 市の規程に基づく旅費システムで再度距離を測定した結果、下記のとおり改定します。 

以下、豊田市区長会費用弁償支給規程（抜粋） 

 

費用弁償の額 

   費用弁償の額は、交通費実費支弁額とし、次の区分による額とする。 

（１）会議等の場所から地区区長会の属する交流館・支所までの距離を直線で測定し、全行

程が１km以上ある場合に、３０円／km （全行程で１km 未満の端数は切り捨てる。）を

支給する。 

（２）会議等の場所が豊田市役所である場合の費用弁償額は、下表のとおりとする。 

 

区長会名 
費用弁償額 

（現行） 

費用弁償額 

（修正） 

距離(km) 

旅費システム 

距離(km) 

往復 

崇化館地区 30円 30円 0.8 1.6 

梅坪台地区 150円 150円 2.5 5.0 

浄水地区 240円 240円 4.2 8.4 

朝日丘地区 90円 60円 1.1 2.2 

逢妻地区 180円 180円 3.1 6.2 

高橋地区 120円 150円 2.5 5.0 

美里地区 120円 120円 2.2 4.4 

益富地区 240円 240円 4.1 8.2 

豊南地区 210円 210円 3.7 7.4 

末野原地区 270円 270円 4.6 9.2 

上郷地区 450円 450円 7.6 15.2 

竜神地区 270円 270円 4.5 9.0 

若林地区 480円 480円 8.2 16.4 

前林地区 540円 510円 8.9 17.8 

若園地区 570円 570 円 9.7 19.4 

猿投台地区 270円 270 円 4.7 9.4 

井郷地区 270円 270 円 4.6 9.2 

猿投地区 480円 480 円 8.0 16.0 

保見地区 390円 360 円 6.1 12.2 

石野地区 540円 540 円 9.0 18.0 

松平地区 360円 360 円 6.1 12.2 

藤岡地区 780円 780 円 13.4 26.8 

藤岡南地区 540円 540 円 9.0 18.0 

小原地区 1,260円 1,200 円 20.0 40.0 

足助地区 900円 900 円 15.2 30.4 

旭地区 1,470円 1,470 円 24.9 49.8 

下山地区 930円 930 円 15.5 31.0 

稲武地区 2,100円 2,100 円 35.3 70.6 
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（案） 

自治区回覧について 

令和 年 月 豊田市区長会役員会の見解 

 

 

豊田市や関係団体等からの情報伝達手段として、各自治区において自治区回覧を実施い

ただいているところですが、依頼件数が年々増加傾向にあり、自治区の事務負担が増加し

ている現状があります。 

自治区の事務負担が増加することは、区長はじめ役員のなり手不足にも繋がることから、

区長会では、豊田市等に対して回覧依頼の削減、見直しを図るよう要請をしております。 

 

区長会を介して実施する自治区回覧については、下記のとおりルールを定めて運用して

おりますので、地区区長会及び各自治区における自治区回覧実施の際の参考としてくださ

い。 

記 

● 区長会自治区回覧ルール 

  自治区の負担軽減のため、原則自治区回覧は認めないこととする。 

  ただし、以下の内容については、区長会４役会及び役員会の承諾を得たうえで回覧の

実施を認めることとする。 

 

（１）自治区活動に関係が深く、区長会が回覧すべきと判断する内容。ただし、「広 

報とよた」へ掲載される内容は不可とする。 

（２）特別に自治区が周知徹底を図る必要があると区長会が判断する内容。 

（３）自治区が回覧を希望する内容。 

 

 

 ※地区区長会及び各自治区へ個別にされる回覧依頼への対応におかれましては、地区区

長会及び各自治区の実情を踏まえて判断していただきたいと思います。 
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（案） 
令和７年  月  日 

 

各 位 

豊田市区長会 会長 高村 伸一 

 

区長会等への回覧依頼について（通知） 

 

このことについて、下記のとおり運用してまいりますので、ご承知おきください。 

自治区回覧をはじめ、行政や関係団体等からの依頼事務が自治区を多忙にしております。

自治区事務の負担増は区長や役員のなり手不足にも繋がっていることから、自治区回覧をは

じめとした依頼事務の削減や見直しをご検討いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 豊田市区長会への回覧依頼 

  自治区の負担軽減のため、原則自治区回覧は認めません。ただし、以下の内容について

は区長会４役会・役員会の承諾を得たうえで依頼が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

※回覧依頼に関する事務手続きについては区長会事務局にご相談ください。 

 

２ 地区区長会及び各自治区への回覧依頼 

  特定の地区区長会や自治区への回覧依頼については、地区区長会及び各自治区において

回覧の実施可否を判断いたしますので、依頼先に直接ご相談ください。 

  なお、自治区事務の負担軽減のため、前述の豊田市区長会の運用をご考慮いただき、回

覧依頼の削減や見直しについて今一度ご検討いただきますようお願いいたします。 

 

３ その他 

・自治区回覧のタイミング、回数は自治区によって異なります。月末に回覧を実施する自

治区もありますので、期日・期限のある文書等の回覧を依頼する際は余裕を持って依頼

してください。 

【問合せ】区長会事務局 電話：34-6629（内線 3-2013～2017） 

＜回覧を依頼できる内容＞ 

・原則、全自治区へ一斉配布する文書であること。 

・自治区活動に関係が深く、区長会が回覧すべきと判断する内容。ただし、「広報と

よた」へ掲載される内容は不可。 

・特別に自治区が周知徹底を図る必要があると区長会が判断する内容。 

・自治区から回覧を希望された内容。 
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令和７年度 豊田市区長会共済会 

 

第 １０ 回  運 営 委 員 会 

 

１ 見舞金の支給について 

該 当 期 間 
今期支給状況 前年同期状況 

件数 支給額（円） 件数 支給額（円） 

12 月１日～12 月 31 日 5 204,000 2 102,000 

4 月 1 日～12 月 31 日 31 729,000 42 1,740,600 

1 件あたりの平均支給額 ― 23,516 ― 41,443 

 

２  １２月の見舞金支給の内容 

№ 自治区名等 見舞金額(円) 行 事 名 傷害の内容 発 生 状 況 

1 青 木 26,000 区民感謝デー 火傷（足の甲） 
餅つきの米を蒸す為の熱湯が、釜がずれた

為ひっくり返して足にかかり負傷 

2 平戸橋一区 45,000 水辺愛護会 左小指基節骨骨折 
矢作川で川岸に向かって草刈り機で作業

中、川へ滑落し負傷 

3 大清水 30,000 ふれあい秋祭り 
右足関節外側靭帯

損傷 

「立入禁止」の札を建てようとしたら、雨

に濡れたコンクリートで滑り転倒し負傷 

4 若 林 60,000 門松飾り準備 左足背挫創 
孟宗竹を切り終わった時、竹がずれて足の

甲に落下し負傷 

5 御 立 43,000 
広報とよた配布作

業 
顔面挫創 

広報とよたを載せた台車ごと地内歩道の

段差に躓き転倒して顔と手足を負傷 

 

３  賠償金の支給について 

該 当 期 間 
今期支給状況 前年同期状況 

件数 支給額（円） 件数 支給額（円） 

12 月 1 日～12 月 31 日 0 0 2 424,358 

4 月 1 日～12 月 31 日 12 1,576,184 11 2,370,107 
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１月区長便送付文書一覧 
 

 

※区長会ホームページ（https://www.toyota-kuchokai.org）でも、資料を掲載しています。 

 
 

№ 文 書 名 担当課 電話 種類 送付先 

1 令和７年度全国一斉情報伝達訓練の実施 防災対策課 34-6750 依頼 全自治区 

2 消防団員募集の協力について 防災対策課 34-6750 依頼 全自治区 

3 「交通安全市民会議ﾆｭｰｽ 1 月号」他 交通安全防犯課 34-6633 配付 全自治区 

4 ぼらんてぃあだより 社会福祉協議会 31-1294 

配付 

又は 

回覧 

旧市内自治区 

5 「とよた市民福祉大学（１１期）」の募集 社会福祉協議会 31-1294 回覧 全自治区 

 

 

 

 

 

 

 

 

※区長便の空袋は、翌月配達時に回収いたしますのでご協力ください。 

・区長便の空袋は、区長便箱へ入れておいていただくか、お近くの支所へお渡し

ください。 

・区長便袋には、送付文書を残さず、必ず空にしてください。 

 （提出物などを入れないようにお願いします。） 

 

 ※回覧数等の変更・訂正がある場合は、支所・地域交流課へご連絡ください。 

 

【地域交流課】電 話：（0565）34－6629  ＦＡＸ：（0565）35－4745 

       メール：chiikikouryu＠city.toyota.aichi.jp 

  

「令和７年度自治区改善取組発表会」（１１月２８日開催）の 

資料及び動画を区長会ホームページに掲載しましたので、 

ぜひご覧ください！【掲載期限：令和８年１１月末】 

URL…https://toyota-kuchokai.org/senyou14.html 

                      
二次元バーコード⇒ 
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Ｍｅｍｏ 

｢人づくり･まちづくり･幸せづくり｣ 



「市民の誓いシンボルマーク」(平成 18 年制定) 
「豊田市の花『ひまわり』の種をモチーフに、本文の５項目

を明るいラインで表し、実践活動を通じて、わたくしたち
市民の手で、豊田市を未来に向かって育て伸ばそう」とい
う意味を表しています。 

 

豊田市民の誓い 
 

 わたくしたちは、七 州
しちしゅう

をのぞむ 美
うつく

しい山河
さ ん が

にかこまれ、 

 輝
かがや

かしい 衣
ころも

の里
さと

の歴史
れ き し

と伝統
でんとう

をうけつぎながら、 

   明日
あ す

に向
む

かって伸
の

びゆく豊田市
と よ た し

の市民
し み ん

です。 

 

    １   緑
みどり

をはぐくみ、川
かわ

を大切
たいせつ

にして、 

豊
ゆた

かな自然
し ぜ ん

を愛
あい

しましょう。 

１   スポーツに親
し た

しみ、教養
き ょ う よ う

を高
た か

めて、 

文化
ぶ ん か

の向上
こ う じ ょ う

につとめましょう。 

    １   元気
げ ん き

で 働
はたら

き、若
わか

い 力
ちから

をそだてて、 

幸
しあわ

せな家庭
か て い

をつくりましょう。 

    １   互
たが

いに助
たす

けあい、 心
こころ

の輪
わ

をひろげて、 

あたたかい町
まち

をつくりましょう。 

１   いのちを尊
とうと

び、きまりを守
ま も

って、 

住
す

みよい社会
し ゃ か い

をつくりましょう。 
                                                  （昭和５３年３月１日制定） 
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未明、横断歩道横断中の歩行者が、交差点を

北進右折してきた軽四貨物車(30歳代男性)と

衝突し、歩行者（70代歳男性）が死亡‼

〇発生日時

令和７年11月30日(日)

午前５時45分頃

〇場 所

豊田市大林町地内

豊田警察署

〇ドライバーの方は横断歩道の手前では、 速度を落とし、

必ず歩行者の有無を確認しましょう。

〇横断歩道は「 歩行者優先」 。 いつでも止まれる速度で、

通行しましょう。

〇歩行者の方は、 夜間等の薄暗い時は、 反射材を身に着け

ドライバーに存在をアピールしましょう。

〇停止線「 ぴたっ」 と止まって安全確認。

現場の見通し写真

歩行者を守る

取締り活動を

強化中！



 

早朝、信号のない交差点を横断中の歩行者が、

東進直進してきたオートバイ(２0歳代男性)と

衝突し、歩行者（80歳代男性）が死亡‼

〇発生日時

令和７年12月5日(金)

午前５時55分頃

〇場 所

豊田市西田町地内

豊田警察署

〇ヘッドライト点灯時は「 ハイビーム」 を活用しましょう。

〇慣れた道でも漫然運転は事故のもと。 スピードを控え、

常に緊張感を持って運転しましょう。

〇歩行者の方は、 外出する時は反射材を身に着け、 周囲に

存在をアピールしましょう。

〇停止線「 ぴたっ」 と止まって安全確認。

現場の見通し写真

※暗い時間帯に発生しています。























令和７年１２月２４日  
 
 自治区長 様 
 

豊田市消防団長  黒野 準      
防災対策課長  尾形 洋    

 
消防団員募集の協力について（お願い） 

 
日頃は、消防団の活動及び消防行政に御理解と御協力をいただきありがとう

ございます。 
消防団は、常備消防の力だけでは対応困難な大規模災害時に大きな力を発揮

します。当市におきましても、地域に根差し、訓練、研修等を通して知識及び
技能を習得している消防団は、地域の安全を確保するうえで必要不可欠な存在
です。 

各自治区の防災体制向上のため、消防団員の確保に御理解と御協力をお願い
いたします。 
 
 
１ 依頼事項 

消防団員募集用ポスター及びチラシの掲示 
区長便でポスター及びチラシを配布しますので、自治区掲示板や公民館へ

の掲示をお願いします。 
（１）配布数︓ポスター１枚、チラシ２枚 

ポスター及びチラシが追加で必要な場合は担当へ御連絡ください。 
（２）区長便︓令和８年１月１０日（土）で配布します。 
（３）掲示期間︓配布後から令和９年１月８日（金）まで 

※掲示期間終了後は、お手数ですが各自治区で廃棄してください。 

 
２ 消防団の現況と団員確保の取組紹介 
  豊田市消防団の団員数は、別紙のとおりコロナ禍以後から大幅な減少を続

けており、令和元年度は２，０４４名でしたが令和７年度は１，７７９名と
なり、２６５名減少しています。 

  消防団としては、団員確保のため以下の取組を実施していますが、地域一
体となった団員募集に御協力をお願い致します。 

1

資料３
１月区長便



 
＜消防団で実施している団員確保の取組＞ 
（１）現役消防団員による各家庭の訪問や入団説明会の開催 
（２）インスタグラムによる消防団活動のＰＲ 
（３）災害支援機能別団員制度の導入 
   OB 団員を活用した災害対応専門の人材確保 
 
３ 令和７年度の主な活動 
  各地区で例年行われている取組に加えて、地域防災力の強化に向けて消防

団と自主防災会の連携を強化するため、令和７年度は以下の取組を実施して
います。消防団や自主防災会の活動に御理解、御協力をお願い致します。 

（１）消防団と自主防災会の意見交換会 
  浄水地区と前林地区をモデル地区として、消防団・自主防災会の連携に関

する意見交換会をワークショップ形式で実施しました。各地域の意見や課
題、連携案が話し合われ、保有資機材の情報共有や連絡先リストによる連絡
体制の構築などのアイデアが出ました。次年度以降は他の地区でも同様の取
組を行うことを予定しています。 

（２）合同防災訓練（豊田市消防団訓練会） 
  旭地区で消防団と自主防災会が合同で関係機関（防災対策課・消防署・上

下水道局・社会福祉協議会等）と連携した防災訓練を開催し、延べ約９００
人が参加しました。 

 
※別紙で当日の様子も載せていますので、そちらも御覧ください。 

 
 
 

【問合せ・連絡先】 
豊田市役所 防災対策課 消防団担当 水野、近藤 
電話 （０５６５）３４－６７５０ 
FAX （０５６５）３４－６０４８ 
Email shouboudan119@city.toyota.aichi.jp 
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１ 豊田市消防団の現状 
（１）消防団の主な活動 

◆消火・水防活動、残火の警戒・処理、災害現場付近の住民の安全確保等 
◆水難等の行方不明者の捜索・救助活動、地元自治区行事・訓練への参加等 

（２）消防団員数の推移              ※各年度４月１日現在 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）地区ごとの消防団員数の推移（人）      ※各年度４月１日現在 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（人／年度） 

基本団員 機能別団員 合計 
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２ 令和７年度の消防団活動紹介 
（１）地域連携事業（ワークショップの開催） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

前林地区             浄水地区 
 
（２）旭地区総合防災訓練 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      煙道体験               給水車 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     避難所設営             災害パネル展示 
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豊田市地域活躍部 防災対策課
☎ 0565-34-6750
E-mail:shouboudan119@city.toyota.aichi.jp
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